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３ 都道府県防災会議は，都道府県地域防災計画を定めるに当たっては，災害が発生した場合にお
いて管轄指定地方行政機関等（※）が円滑に他の者の応援を受け，又は他の者を応援することがで
きるよう配慮するものとする。

地方公共団体及び防災関係機関は，災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共
団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよう，防災業務計画や地域防災計画等に応援
計画や受援計画をそれぞれ位置付けるよう努めるものとし，応援先・受援先の指定，応援・受援に関
する連絡・要請の手順，災害対策本部との役割分担・連絡調整体制，応援機関の活動拠点，応援要
員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるものとする。

※「管轄指定地方行政機関等」：当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関，当該都道府県，当該都道府県の
区域内の市町村，指定公共機関，指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者

【解説】

都道府県防災計画を定めるに当たって，各防災機関が円滑に他の者を応援し，他の者から受援できるよう配慮することを規定したもの
である。

「他の者」には，各防災機関のみならず，民間企業，ボランティア，NPO，NGO等を含むものである。
「配慮する」とは，例えば次のような取組が想定される。

(1)災害応急対策の計画の中に，受援計画を定めること。
(2)災害予防の計画の中に，複数の機関による共同訓練の計画を定めること。

防災会議は，災害時に円滑に応援を受けられるよう配慮する（災対法40条）
地域防災計画に受援計画を位置付けるよう努めるものとする（防災基本計画）

受援計画の策定の必要性 鹿児島県

災害対策基本法40条

防災基本計画（第2編第1章第6節2(5)）
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鹿児島県地域防災計画

第３部第２章第９節 緊急輸送

防衛省防災業務計画

緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱

警察災害派遣隊設置要綱

日本ＤＭＡＴ活動要領

初動 受入れ 活動

海上保安庁防災業務計画

第３部第１章第４節 広域応援体制

第３部第２章第１０節 緊急医療

受援に関する他の計画との関係 鹿児島県

第３部第１章第５節 自衛隊の災害派遣

第３部第１章第７節 ボランティアとの連携等

第３部第３章第１３節 義援金・義援物資等の取扱い

鹿児島県災害

時受援計画
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第１章 総則

第１節 受援計画の目的

第２節 受援計画の位置付け

第３節 基本的な考え方

第４節 定義

第２章 受援組織

第１節 基本的事項

第２節 県災害対策本部等における受援体制

第３章 拠点施設

第１節 拠点の確保

第４章 防災関係機関からの支援

第１節 基本的事項

第２節 警察災害派遣隊（警察）

第３節 緊急消防援助隊（消防）

第４節 自衛隊

第５節 海上保安庁

第６節 国土交通省

第７節 医療救護活動

第８節 ボランティア

第５章 人的支援

第１節 基本的事項

第２節 応急活動の応援要請（短期）

第３節 他の都道府県の職員派遣の要請（中長期）

第４節 受入れが想定される業務

第６章 物資の受援

第１節 物資備蓄等の考え方

第２節 物資の受援手続

第３節 物資の輸送

〈資料編〉

１ 拠点施設等

２ 関係機関一覧表

３ 協定関係連絡先等

４ 民間事業者等との協定一覧

鹿児島県災害時受援計画の骨子（目次） 鹿児島県
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防災関係機関からの支援に関するフロー図

自衛隊

被災地（被災者）

・被災者救助

・避難支援

・医療活動 等

海上保安庁

DMAT指定病院等

ボランティア

警察災害派遣隊

緊急消防援助隊

県（危機管理対策部）

県（保健福祉対策部）

県（保健福祉対策部）

〈要請等〉 〈応援等〉

県（危機管理対策部）

県（災害警備対策部）

国土交通省

（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）県（土木対策部）

県災害対策本部から防災関係機関に対して支援を要請する。

各防災関係機関は，それぞれの計画等に基づき，応援等を実施する。

第４章 防災関係機関からの支援 鹿児島県
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鹿児島県

人的支援に関するフロー図

国，他地方自治体 等

・災対本部業務支援 等

県（市町村班）

県（受援調整グループ）

〈第４章〉

・九山協定等
・災対法

調整
指定地方行政機関

他都道府県

市町村（県外）

県（受援調整グループ）は，県（人事班・市町村班）と調整のうえ，国，他地方自治体に
対して人的支援を要請する。

国，他地方自治体等は，県又は被災市町村に対し，協定等に基づき，人的支援を実
施する。

第５章 人的支援 鹿児島県

被災市町村

非被災市町村（県内）

県（人事班）

調整

県（各対策部）

：要請等 ：応援等

自衛隊

海上保安庁

医療（DMAT等）

ボランティア

警察災害派遣隊

緊急消防援助隊

・災対本部業務支援

・罹災証明書発行

・避難所運営 等

被災地（被災者）

・救助活動

・医療活動 等
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物資に関するフロー図

県
災害対策本部

（受援調整グ
ループ）

市町村

災害対策
本部

避難所等

国

他都道
府県

企業

要請等

①県プッシュ型支援

③－１物資の提供

③物資供給の要請

②国プッシュ型支援

③－２物資供給の要請

③－２物資供給の要請

③－２物資の提供

③－２物資供給の要請 ③－２物資の提供

③－２物資の提供 ③－２物資の提供

物資提供

①県プッシュ型支援

③物資供給の要請

②国プッシュ型支援 ②国プッシュ型支援

③物資供給の要請

③－１物資の提供

国・県からのプッシュ型支援で物資提供を実施する。

市町村からの要請に基づき，備蓄物資又は国・他県・企業等からの物資を提供する。

第６章 物資の受援 鹿児島県
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